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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   後 改   正   前 

第 八 入 院 基 本 料 等 加 算 の 施 設 基 準 等 第 八 入 院 基 本 料 等 加 算 の 施 設 基 準 等 
一 ～ 三 十 五 の 二 の 二 （ 略 ） 一 ～ 三 十 五 の 二 の 二 （ 略 ） 

三 十 五 の 三 後 発 医 薬 品 使 用 体 制 加 算 の 施 設 基 準 三 十 五 の 三 後 発 医 薬 品 使 用 体 制 加 算 の 施 設 基 準 

(1
)

～ (3
)

 （ 略 ） (1
)

～ (3
)

 （ 略 ） 

(4
)

 後 発 医 薬 品 使 用 体 制 加 算 の 注 た だ し 書 に 規 定 す る 施 設 基 準 （ 新 設 ）  

イ 後 発 医 薬 品 使 用 体 制 加 算 に 係 る 届 出 を 行 っ て い る 保 険 医

療 機 関 で あ る こ と 。 

 

ロ 医 薬 品 の 供 給 が 不 足 し た 場 合 に 当 該 保 険 医 療 機 関 に お け

る 治 療 計 画 等 の 見 直 し を 行 う 等 、 適 切 に 対 応 す る 体 制 を 有

し て い る こ と 。 

 

ハ ロ の 体 制 に 関 す る 事 項 並 び に 医 薬 品 の 供 給 状 況 に よ っ て

投 与 す る 薬 剤 を 変 更 す る 可 能 性 が あ る こ と 及 び 変 更 す る 場

合 に は 入 院 患 者 に 十 分 に 説 明 す る こ と に つ い て 、 当 該 保 険

医 療 機 関 の 見 や す い 場 所 に 掲 示 し て い る こ と 。 

 

三 十 五 の 四 ～ 三 十 六 （ 略 ） 三 十 五 の 四 ～ 三 十 六 （ 略 ） 

第 十 一 経 過 措 置 第 十 一 経 過 措 置 

一 ～ 三 十 （ 略 ） 一 ～ 三 十 （ 略 ） 

三 十 一 令 和 五 年 十 二 月 三 十 一 日 ま で に 療 養 の 給 付 及 び 公 費 負 担

医 療 に 関 す る 費 用 の 請 求 に 関 す る 省 令 第 一 条 に 規 定 す る 電 子 情

報 処 理 組 織 の 使 用 に よ る 請 求 を 開 始 す る 旨 の 届 出 を 行 っ て い る

保 険 医 療 機 関 に つ い て は 、 同 日 ま で の 間 に 限 り 、 第 三 の 三 の 七

の (1
)

に 該 当 す る も の と み な す 。 
（ 新 規 ） 

 


